
ゴルフ場における切れ・こすれ災害の死傷災害発生事例（2017年）

2017

年

発生

月

時間 死傷災害発生事例
年

齢

労

働

者

規

模

1
14～

15

枝打ちのため、木に登りチェーンソーを使い作業していたところチェーンソーを落

とし、右足ふくらはぎに当たり5～6cm裂傷し、傷が筋肉まで達していたため15針

程度縫合した。

69

30

～

49

2 10~11

町道脇斜面の伐採した不要木を小型のチェーンソーを使用し切断していた。 左手

で枝を掴み、右手でチェーンソーを持ち、不要木の底面から上方向へチェーンソー

で切断していたところ、切断した弾みで枝を掴んでいた左手が滑り、チェーンソー

の刃に触れてしまい、左手親指付け根付近を5㎝程裂傷した。 作業を中止した後、

病院を受診し14針を縫う怪我を負った。

66

50

～

99

2 14~15

洗い場で食器洗浄業務をしていた時、食器洗い機専用ラック（プラスチック素材）

が落ちかけたところ、咄嗟に手を出し受けとめた際、左手中指と薬指の間が裂け出

血した。 瞬間的な加重により皮膚が裂けたとみられ裂開部を4針縫合した。 尚、

ラック自体は元々破損もしておらず鋭利な部分も特になかった。

50

30

～

49

3 14~15

クラブハウス東側パッティンググリーン場において、チェンソーを使用してグリー

ン周りの樫の木を剪定作業中、左手で枝を持ちながら枝先を切っていたところ、

チェーンソーが弾んだ拍子に枝を持っていた左手親指根元に刃が接触して負傷し

た。

69

50

～

99

5
15～

16

18番グラスバンカーにおいて、芝刈機で芝の刈込作業中、傾斜で足を滑らせて芝

刈機に左足が入り、親指を深く切った。
38

50

～

99

レストランホール内のシンクにて、コーヒーポットの残量計をブラシにて洗浄中に
30



7 8~9
誤ってガラス管を割ってしまい、割れたガラスが左手人差し指下側に刺さった。

32 ～

49

7 11~12

当ゴルフ場内レイクコースにて10番スタートへ向かうカート道路横の桜の木の周

りの植栽の剪定中、使用していた剪定の機械を植栽の隙間に置いて、剪定した枝等

を手で取っていた時、誤って、動かしたままにしていた剪定の機械の刃に触れてし

まい右手人差し指を切創、負傷する。

25

100

～

299

9 8～9
クラブハウス周辺の草刈り作業を行っていた際に、草が思っていたように切れず、

刃が手元に滑ってきてしまい、左手人指し指の根元を創傷したものである。
68

1～

9

9
11～

12

コース管理棟横にある整備棟にて、フェアウェイ刈RM6500のカッティングユニッ

トの下刃を新しく交換する際、添えていた左手人差し指を受傷した。
70

50

～

99

10
10～

11

ゴルフ場スタート室横の側溝を清掃しようと側溝の蓋（金属製）を持ち上げずらそ

うとしたところ、指（右手第1関節部）を切傷。
61

100

～

299

11
10～

11

社内倉庫内にて取引先による発注伝票を元に、それぞれの会社別コンテナに在庫確

認中、1つの会社の在庫確認終了後、所定の場所にコンテナを設置し移動中、両手

でコンテナを持ち運び、他の商品棚の隙間を通過する際、左肩がぶつかり、動きず

れた為、両手に持った荷物をその場に下ろし斜め後方を振り返ると、ズルズルと傾

き落ちそうな感じだった為、急いでそのまま体を捻った状態のまま落下物を受け止

め（衣類等を収納する箱、高さ約155㎝位、重さ約18㎏位）商品を守り足がクロス

した状態のまま、荷物の下敷きとなったまま身動きがとれず、助けを求めたが、倉

庫内の為、しばらく気付いてもらえず体中圧迫状態が続いて固まってしまい、救急

車にて病院へ搬送された。

40

30

～

49

11
12～

13

スタート室前、ポーター業務中ポーターである被災者（アルバイト）がハーフ終了

のお客様のクラブを清掃し、カート備付水バケツの水を変えようとした時、シュー

ズクリーナーのエアーガンノズルが収納されておらず、しゃがんだ時、左眼頭にエ

アーガンノズルが突き刺さり出血した。

67

50

～

99

進入路の植え込みの剪定をしている際、邪魔な枝等を左手で避けながら剪定用の電 30



12 10~11 動トリマーでの作業を同時に行っていたところ、左手に電動トリマーが接触してし

まい、左手中指を裂傷した。

53 ～

49

12 10~11

ゴルフ場コース内で樹木枝払い作業中に、薬指に棘が刺さり、確認できる範囲で除

去し、そのまま作業を続けた。 後日、化膿した部位から膿が出てきたため受診し

たところ、棘の異物が確認された。

60

30

～

49

12 8~9

西コースNo.5グリーン左側で、左下にある三面側溝（深さ1.5m、幅1.5m）の横

で、松の枝を右手でチェンソーを使い小さく切っているとき、切った枝が三面側溝

の中へ落ちそうになったので、左手で枝を掴もうとし、松葉で見えなくなっている

チェンソーの刃の上に誤って左手を置いてしまい、手の平を切った。

66

100

～

299

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx(職場のあんぜんサイト)

Return to : https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_09.html

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx
https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_09.html
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